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田
口
精
一
先
生
は
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
八
日
午
前
一
時
に
逝
去

さ
れ
た
。
享
年
七
八
歳
で
あ
っ
た
。
田
口
先
生
は
、
田
上
穣
治
博
士

に
師
事
し
、
ド
イ
ツ
法
を
基
礎
と
し
た
精
緻
な
解
釈
論
に
よ
っ
て
わ

が
国
の
ド
イ
ツ
憲
法
研
究
を
リ
ー
ド
し
、
憲
法
学
の
発
展
に
大
き
く

貢
献
さ
れ
た
。
ま
た
、
長
年
に
わ
た
り
日
本
公
法
学
会
理
事
、
司
法

試
験
委
員
な
ど
の
重
責
を
担
い
、
学
界
に
寄
与
さ
れ
た
。
著
作
集
と

し
て
、
平
成
八
年
か
ら
一
四
年
に
か
け
て
、
信
山
社
出
版
よ
り
『
基

本
権
の
理
論
』
、
『
法
治
国
原
理
の
展
開
』
、
『
行
政
法
の
実
現
』
が
刊

行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
著
作
集
は
、
旧
稿
の
再
録
で
は
な
く
、
旧
稿

執
筆
後
に
発
表
さ
れ
た
膨
大
な
数
の
判
例
・
学
説
の
発
展
に
目
を
配

り
、
何
度
も
修
正
を
加
え
て
い
る
。
学
問
に
対
す
る
田
口
先
生
の
真

摯
な
姿
勢
の
証
で
あ
り
、
後
学
に
対
し
て
学
問
の
厳
し
さ
を
身
を
も

っ
て
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
田
口
先
生
の
ご
研
究
で
は
、
人
間
の
尊
厳
や
私
人
間
効
力
、
社
会

的
法
治
国
な
ど
、
基
本
権
総
論
・
国
家
構
成
原
理
に
関
す
る
研
究
が

特
に
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
当
該
テ
ー
マ
に
関
す

る
基
本
文
献
と
し
て
、
現
在
な
お
常
に
参
照
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

田
口
先
生
の
指
導
を
受
け
た
者
に
と
っ
て
は
、
最
初
期
の
論
文
で
あ

る
「
自
由
裁
量
処
分
に
対
す
る
判
決
」
（
法
学
研
究
二
六
巻
一
〇
号
）

と
、
「
裁
判
に
よ
る
憲
法
保
障
へ
の
期
待
」
（
法
学
研
究
二
八
巻
四

号
）
が
思
い
出
深
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
草

稿
の
完
成
か
ら
脱
稿
す
る
ま
で
の
問
、
何
度
も
何
度
も
書
き
直
し
を

さ
れ
た
こ
と
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
導
入
さ
れ
た
違
憲
審
査

制
に
対
す
る
過
剰
な
ま
で
の
期
待
の
中
、
む
し
ろ
冷
静
に
そ
の
限
界

を
見
極
め
、
過
剰
な
期
待
を
戒
め
る
と
い
う
意
図
で
執
筆
さ
れ
た
こ

と
を
繰
り
返
し
聞
か
さ
れ
た
。
論
文
が
思
う
よ
う
に
書
け
ず
に
苦
し

み
、
ま
た
、
時
流
に
流
さ
れ
が
ち
な
駆
け
出
し
の
大
学
院
生
に
と
っ

て
、
大
い
な
る
励
ま
し
と
な
り
、
目
標
と
な
っ
た
。

　
こ
こ
に
、
生
前
に
田
口
先
生
の
指
導
を
受
け
た
者
、
ま
た
、
田
口

先
生
と
親
し
い
お
付
き
合
い
の
あ
っ
た
方
々
の
原
稿
を
頂
戴
し
、
法

学
研
究
の
一
冊
と
し
て
、
追
悼
論
文
集
を
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

特
に
、
中
央
大
学
元
学
長
の
川
添
利
幸
先
生
に
は
、
若
か
り
し
こ
ろ

の
貴
重
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
、
感
謝
申
し
上
げ
る
。

二
〇
〇
五
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